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令和６年１２月３日 
区 民 部 課 税 課 

 

江東区特別区税条例の一部を改正する条例 

 
１ 改正条例 

江東区特別区税条例（昭和３９年１２月江東区条例第４８号） 
 
２ 改正理由 

身体障害者等の特定小型原動機付自転車の軽自動車税種別割の減免にお

いて運転免許証の提示等を不要とするほか、刑法及び公益信託に関する法

律の改正に伴い、条例の一部改正を行う。 
 

３ 主な改正内容 

（１）特定小型原動機付自転車に係る身体障害者等に対する軽自動車税種別割

の減免規定の改正 

   特定小型原動機付自転車は運転に免許証が不要であることから、身体障

害者等に対する軽自動車税種別割の減免の申請に必要な運転免許証の提示

義務等を、特定小型原動機付自転車については不要とする。 

【施行日】条例公布日 
 【条例改正】江東区特別区税条例第４６条の２外 

 

（２）入湯税に係る帳簿の記載義務違反等に関する罰則の文言整理 

   入湯税に係る帳簿の記載義務違反等に対する罰則について、「懲役」を「拘

禁刑」に改める。 

【施行日】令和７年６月１日 
 【条例改正】江東区特別区税条例第６６条 

 

（３）公益法人等に係る区民税の課税の特例規定の削除 

   公益信託制度の見直しに伴い、公益信託への贈与に係る所得税の取扱い

について公益法人への贈与と同様とされたことによる地方税法の規定整備

に伴い、不要となった条文を削る。 

【施行日】公益信託に関する法律の施行の日の属する年の翌年の１月１日 
 【条例改正】江東区特別区税条例付則第２条の３ 
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江東区特別区税条例 新旧対照表 

現行 改正案 

目次 （略） 目次 （略） 

第１条～第３８条 （略） 第１条～第３８条 （略） 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第３９条 次の各号に掲げる軽自動車等

に対して課する種別割の税率は、１台に

ついて、それぞれ当該各号に定める額と

する。 

第３９条 次の各号に掲げる軽自動車等に

対して課する種別割の税率は、１台につ

いて、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

 (1) 原動機付自転車  (1) 原動機付自転車 

  ア～ウ （略）   ア～ウ （略） 

  エ 三輪以上のもの（車室を備えず、

かつ、輪距（２以上の輪距を有する

ものにあっては、その輪距のうち最

大のもの）が０．５メートル以下で

あるもの、側面が構造上開放されて

いる車室を備え、かつ、輪距が０．

５メートル以下の三輪のもの及び

道路運送車両の保安基準（昭和２６

年運輸省令第６７号）第１条第１項

第１３号の６に規定する特定小型

原動機付自転車を除く。）で、総排

気量が０．０２リットルを超えるも

の又は定格出力が０．２５キロワッ

トを超えるもの 年額 ３，７００

円 

  エ 三輪以上のもの（車室を備えず、

かつ、輪距（２以上の輪距を有する

ものにあっては、その輪距のうち最

大のもの）が０．５メートル以下で

あるもの、側面が構造上開放されて

いる車室を備え、かつ、輪距が０．

５メートル以下の三輪のもの及び道

路運送車両の保安基準（昭和２６年

運輸省令第６７号）第１条第１項第

１３号の６に規定する特定小型原動

機付自転車（以下「特定小型原動機

付自転車」という。）を除く。）で、

総排気量が０．０２リットルを超え

るもの又は定格出力が０．２５キロ

ワットを超えるもの 年額 ３，７

００円 

 (2)・(3) （略）  (2)・(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

第４０条～第４６条 （略） 第４０条～第４６条 （略） 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第４６条の２ （略） 第４６条の２ （略） 

２ 前項第１号の規定により種別割の減

免を受けようとする者は、納期限まで

に、区長に対し、身体障害者福祉法（昭

２ 前項第１号の規定により種別割の減免

を受けようとする者は、納期限までに、

区長に対し、身体障害者福祉法（昭和２
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和２４年法律第２８３号）第１５条の規

定により交付された身体障害者手帳（戦

傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１

６８号）第４条の規定により戦傷病者手

帳の交付を受けている者で身体障害者

手帳の交付を受けていないものにあっ

ては、戦傷病者手帳とする。以下この項

において「身体障害者手帳」という。）、

厚生労働大臣の定めるところにより交

付された療育手帳若しくは東京都知事

の定めるところにより交付された愛の

手帳（以下この項において「療育手帳等」

という。）又は精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（昭和２５年法律第１

２３号）第４５条の規定により交付され

た精神障害者保健福祉手帳（以下この項

において「精神障害者保健福祉手帳」と

いう。）及び道路交通法（昭和３５年法

律第１０５号）第９２条の規定により交

付された身体障害者又は身体障害者等

と生計を一にする者若しくは身体障害

者等（身体障害者等のみで構成される世

帯の者に限る。）を常時介護する者の運

転免許証（以下この項において「運転免

許証」という。）を提示するとともに、

次に掲げる事項を記載した規則で定め

る申請書に減免を必要とする理由を証

明する書類を添付して、提出しなければ

ならない。 

４年法律第２８３号）第１５条の規定に

より交付された身体障害者手帳（戦傷病

者特別援護法（昭和３８年法律第１６８

号）第４条の規定により戦傷病者手帳の

交付を受けている者で身体障害者手帳の

交付を受けていないものにあっては、戦

傷病者手帳とする。以下この項において

「身体障害者手帳」という。）、厚生労働

大臣の定めるところにより交付された療

育手帳若しくは東京都知事の定めるとこ

ろにより交付された愛の手帳（以下この

項において「療育手帳等」という。）又は

精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律（昭和２５年法律第１２３号）第４５

条の規定により交付された精神障害者保

健福祉手帳（以下この項において「精神

障害者保健福祉手帳」という。）及び道路

交通法（昭和３５年法律第１０５号）第

９２条の規定により交付された身体障害

者又は身体障害者等と生計を一にする者

若しくは身体障害者等（身体障害者等の

みで構成される世帯の者に限る。）を常時

介護する者の運転免許証（以下この項に

おいて「運転免許証」という。）を提示す

るとともに、次に掲げる事項を記載した

規則で定める申請書に減免を必要とする

理由を証明する書類を添付して、提出し

なければならない。ただし、特定小型原

動機付自転車に係る種別割の減免を受け

ようとする者にあっては、運転免許証の

提示及び第５号に掲げる事項の申請書へ

の記載を要しないものとする。 

 (1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

３ （略） ３ （略） 

第４７条～第６５条 （略） 第４７条～第６５条 （略） 

（入湯税に係る帳簿の記載義務違反等に （入湯税に係る帳簿の記載義務違反等に関
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関する罪） する罪） 

第６６条 前条第１項の規定によって、帳

簿に記載すべき事項について正当な事

由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の

記載をした者又は同条第２項の規定に

違反して５年間帳簿を保存しなかった

者に対しては、１年以下の懲役又は１０

万円以下の罰金に処する。 

第６６条 前条第１項の規定によって、帳

簿に記載すべき事項について正当な事由

がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記

載をした者又は同条第２項の規定に違反

して５年間帳簿を保存しなかった者に対

しては、１年以下の拘禁刑又は１０万円

以下の罰金に処する。 

２ （略） ２ （略） 

付 則 付 則 

第１条～第２条の２ （略） 第１条～第２条の２ （略） 

（公益法人等に係る区民税の課税の特例）  

第２条の３ 当分の間、租税特別措置法第

４０条第３項後段（同条第６項から第１

０項まで及び第１１項（同条第１２項に

おいて準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）の規定によりみなして

適用する場合を含む。）の規定の適用を

受けた同条第３項に規定する公益法人

等（同条第６項から第１１項までの規定

により特定贈与等に係る公益法人等と

みなされる法人を含む。）を同条第３項

に規定する贈与又は遺贈を行った個人

とみなして、令附則第３条の２の３で定

めるところにより、これに同法第４０条

第３項に規定する財産（同条第６項から

第１１項までの規定により特定贈与等

に係る財産とみなされる資産を含む。）

に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額

又は雑所得の金額に係る区民税の所得

割を課する。 

第２条の３ 削除 

第２条の４～第１７条 （略） 第２条の４～第１７条 （略） 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該
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各号に定める日から施行する。 

  (1) 第６６条第１項の改正規定並びに次

項及び附則第３項の規定 令和７年６

月１日 

  (2) 付則第２条の３の改正規定 公益信

託に関する法律（令和６年法律第３０

号）の施行の日の属する年の翌年の１

月１日 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

 ２ 第６６条第１項の改正規定の施行前に

した行為の処罰については、なお従前の

例による。 

 ３ 第６６条第１項の改正規定の施行後に

した行為に対して、他の条例の規定によ

りなお従前の例によることとされる罰則

を適用する場合において、当該罰則に定

める刑に刑法等の一部を改正する法律

（令和４年法律第６７号）第２条の規定

による改正前の刑法（明治４０年法律第

４５号）第１２条に規定する懲役（有期

のものに限る。以下「懲役」という。）が

含まれるときは、当該刑のうち懲役は、

その刑と長期及び短期を同じくする有期

拘禁刑とする。 

 

 


